
 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、強度行動障害児者の短期入所の支援を行う施設（以下「対

象事業所」という。）において、生活支援員等の加配を行う等、利用者に対して

適切な指導、介護等を実施するために必要な経費の一部を助成することにより、

利用者の安全の確保及び保護者の負担の軽減並びに施設の経営基盤の安定を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、指定短期入所事業所とは、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）に基づき、法第２９条第１項の規定に基づく指定障害福祉サービス事

業者（民間設置者に限る。）が行う法第５条第８項に定める短期入所に係る事業

所をいう。 

（対象事業所） 

第３条 この事業の対象事業所は、指定短期入所事業所のうち、千葉県内におい

て設置運営する事業所とする。 

（対象事業所の要件） 

第４条 対象事業所は、次に掲げる要件のうち、（１）及び（２）を満たし、（３）

又は（４）のいずれか１つは満たすものとする。 

（１）居室は原則として個室とすること。ただし、個室が確保できない場合にあ

っては、居室を単独で使用すること。 

（２）強度行動障害児者の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保する

こと。 

（３）強度行動障害児者への理解と経験を有する職員を１名以上配置すること。 

（４）行動障害を軽減するための各種指導・訓練等を行う行動改善室、観察室等

の必要な設備を確保すること。 

（５）千葉市重度強度行動障害加算事業実施要綱（令和４年９月１日施行）に基

づく助成を受けていないこと。 

（実施の申請） 

第５条 この要綱に基づき千葉市強度行動障害短期入所加算事業を実施しようと



 

する事業者は、千葉市強度行動障害短期入所加算事業申請書（様式第１号）に

必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（実施の承認） 

第６条 市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、千葉市強度行動

障害短期入所加算事業承認（不承認）通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 

 （変更の届出等） 

第７条 事業者は、承認を受けた事項に変更、中止又は廃止の必要が生じたとき

は、千葉市強度行動障害短期入所加算事業承認事項変更届出書（様式第３号）

により、市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、承認を受けた事業を廃止、休止、又は再開するときは、千葉市強

度行動障害短期入所加算事業廃止・休止・再開届出書（様式第４号）により、

市長に届け出なければならない。 

（助成の対象） 

第８条 この助成金の対象は、指定短期入所事業所において、次の各号に掲げる

いずれの要件も満たす障害児者の支援に要した経費とする。 

（１）別表１に掲げる障害支援区分認定調査の調査項目並びにてんかん発作の頻

度（以下「行動関連項目」という。）について、点数の合計が１３点以上。 

（２）行動関連項目３～１１のうち２点と算出された項目が１以上。 

（助成金の額） 

第９条 この助成金の額は、対象者１人あたり日額４，７２０円とする。 

（助成の申請） 

第１０条 この要綱に基づく助成金の交付を受けようとする対象事業所の事業者

は、千葉市強度行動障害短期入所加算事業助成申請書（様式第５号）に必要書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（決定等） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、助

成の可否を決定し、その旨を千葉市強度行動障害短期入所加算事業助成金決定

（却下）通知書（様式第６号）により、当該申請をした事業者に通知するもの

とする。 



 

（助成金の返還） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事業者が

あると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（書類の保管等） 

第１３条 助成金の交付を受けた事業者は、助成事業に係る帳簿及びその証拠書

類を、当該助成事業完了後５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉局長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

 

  



 

別表１ 

 行動関連項目 0 点 1 点 2 点 

1 
３－３ 

コミュニケーション 

1．日常生活に支障が

ない 

2．特定の者であればコ

ミュニケーションで

きる 

3.会話以外の方法でコ

ミュニケーションで

きる 

4.独自の方法でコミュ

ニケーションできる 

5.コミュニケーション

できない 

2 
３－４ 

説明の理解 
1．理解できる 2．理解できない 

3．理解できているか判

断できない 

 

3 
４－７ 

大声・奇声を出す 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3.月に 1 回以上の支

援が必要 

4.週に 1 回以上の支援

が必要 

5.ほぼ毎日（週に 5 日

以上の）支援が必要 

4 
４－１６ 

異食行動 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

5 
４－１９ 

多動・行動停止 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

6 
４－２０ 

不安定な行動 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

7 
４－２１ 

自らを傷つける行為 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

8 
４－２２ 

他人を傷つける行為 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

9 
４－２３ 

不適切な行為 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

10 
４－２４ 

突発的な行動 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 



 

11 
４－２５ 

過食・反すう等 

1．支援が不要 

2．稀に支援が必要 

3．月に 1 回以上の支

援が必要 

4．週に 1回以上の支援

が必要 

5．ほぼ毎日（週に 5日

以上の）支援が必要 

12 てんかん 1．年に 1回以上 2．月に 1回以上 3．週に 1回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業申請書 

 

                       年  月  日 

 

（あて先）千葉市長  

 

                住   所 

                法 人 名 

              代表者氏名           印 

 

 

事業所の名称  

事業所の所在地  

短期入所定員                人 

居室 個室   ヵ所・  人室   ヵ所 

協力医の診療科目・氏名      ・ 

配置職員数                人 

行動改善室・観察室等      有  ・  無 

事業開始（変更）年月日        年   月   日 

 

（添付書類） 

 （１）建物の平面図、各室ごとの室名及び面積表 

 （２）居室（個室）及び行動改善室・観察室の写真 

（３）医療機関との連携を証する書類 

（４）配置職員に係る書類（該当する場合のみ）（経歴書、資格証の写し、従業者勤務形態一覧表） 

（５）その他市長が必要と認める資料



 

様式第２号 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業承認（不承認）通知書 

                   

     第   号 

                       年  月  日 

 

  様 

             千葉市長          印 

 

   年  月  日付けで申請のあった千葉市強度行動障害短期入所加算事

業実について下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 承認する 

   

２ 承認しない 

 理由 

 

 

 

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 
 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 
 

問い合わせ先 

 〒２６０－８７２２ 
 千葉市中央区千葉港１番１号 
 千葉市 保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 
 電 話 ０４３（２４５）５１７４ ＦＡＸ ０４３（２４５）５６３０ 
 



 

様式第３号 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業承認事項変更届出書 

           

年  月  日 

 

（あて先）千葉市長   

 

                  住   所 

                  法 人 名 

                  代表者氏名          印 

 

 次のとおり承認を受けた内容を変更したので届け出ます。 

承認内容を変更した

事業所 
名 称  

所在地 
 

変更があった事項 変更の内容 

１ 事業所の名称・所在地 

 

 

 

２ 短期入所定員 

３ 居室 

４ 協力医の診療科目・氏名 

５ 配置職員数 

６ 行動改善室・観察室 

変更年月日  

備考 変更内容がわかる書類を添付してください。 

 



 

様式第４号 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業廃止・休止・再開届出書 

年  月  日 

 

（あて先）千葉市長   

 

住   所 

法 人 名 

代表者氏名           印 

 

 次のとおり強度行動障害短期入所加算事業を廃止・休止・再開しましたので届

け出ます。 

 

廃止・休止・再開する施設 
種 別 

 

名 称  

所在地 
 

廃止・休止・再開した年月日  

廃止・休止した理由  

強度行動障害短期入所加算事

業実施事業所に入所していた

者に対する措置（廃止・休止

した場合のみ） 

 

休止予定期間  

 



 

様式第５号 

 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業助成申請書 

【     年  月分】 

年  月  日 

 

（あて先）千葉市長   

 

                住 所 

                法 人 名 

                代表者氏名            印 

 

 千葉市強度行動障害短期入所加算事業の助成を受けたいので、関係書類を添え

て下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 助成申請額                  円 

 

２ 助成金調書（様式第５号の別紙） 

 

３ 実績記録票の写し 

 

４ 調査結果通知書の写し（要領様式第２号） 

 

 



 

様式第６号 

千葉市強度行動障害短期入所加算事業助成金決定（却下）通知書 

                        第   号 

                         年  月  日 

住 所 

法 人 名 

代表者氏名           様 

                    千葉市長         印 

 

   年  月  日付けで申請のあった千葉市強度行動障害短期入所加算事業

助成金について、下記のとおり決定（却下）したので通知します。 

 

記 

１ 決定 

助成決定額                円 

 

２ 却下 

（却下の理由） 

 

 

 

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 
 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 
 

問い合わせ先 

 〒２６０－８７２２ 
 千葉市中央区千葉港１番１号 
 千葉市 保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 
 電 話 ０４３（２４５）５１７４ ＦＡＸ ０４３（２４５）５６３０ 

 


